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○札幌市青少年山の家条例施行規則 

平成元年６月19日教育委員会規則第11号 

改正 

平成４年３月教育委員会規則第９号 

平成６年３月教育委員会規則第２号 

平成17年10月４日教育委員会規則第11号 

札幌市青少年山の家条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、札幌市青少年山の家条例（平成元年条例第19号。以下「条例」という。）の

施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用の承認等） 

第２条 条例第４条第１項の規定により青少年山の家（以下「山の家」という。）の使用の承認を

受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、あらかじめ青少年山の家使用承認申請書（様

式１）を教育委員会（以下「委員会」という。）に提出しなければならない。 

２ 委員会は、使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し、青少

年山の家使用承認書（様式２）を交付する。ただし、委員会は、特別の事由があると認めたとき

は、使用料について使用後の納付を認めることができる。 

（使用料減免申請書） 

第３条 条例第５条第２項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、青少年山

の家使用料減免申請書（様式３）を委員会に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第４条 条例第６条ただし書の規定により、委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既

納の使用料の全部又は一部を還付することができる。 

(１) 災害その他使用の承認を受けたもの（以下「使用者」という。）の責めに帰することので

きない事由により使用不能となった場合 

(２) 条例第９条第４号又は第５号の規定により使用の承認を取り消した場合 

(３) 使用者がその使用する日の５日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、

委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。 

（使用者の遵守事項） 

第５条 使用者は、山の家の使用について係員の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなけれ
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ばならない。 

(１) 危険物等を持ち込まないこと。 

(２) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。 

(３) 建物及び備付物件の取扱いを適切に行い、承認された施設及び設備以外は使用しないこと。 

(４) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。 

（指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い） 

第６条 条例第12条第１項の規定により指定管理者に山の家の管理を行わせる場合における第２条

の規定の適用については、同条第１項中「様式１」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、

「教育委員会（以下「委員会」という。」とあるのは「指定管理者」と、同条第２項中「委員会」

とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるの

は「支払わせた」と、「様式２」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納

付」とあるのは「支払」とする。 

２ 条例第13条第５項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。 

(１) 第４条第１号又は第２号に掲げる場合 

(２) 使用者がその使用する日の５日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、

指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。 

（委任） 

第７条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

この規則は、平成元年９月11日から施行する。 

附 則（平成４年（教）規則第９号）・附 則（平成６年（教）規則第２号） 

省略 

附 則（平成17年（教）規則第11号） 

この規則は、札幌市青少年山の家条例の一部を改正する条例（平成17年条例第93号）の施行の日

から施行する。（施行の日＝平成18年４月１日） 

様式１ 

様式２ 

様式３ 



 

 

様式1 

青少年山の家使用承認申請書  

使 用

期間  

宿

泊  

年 月 日 (午前 10時・午後 1時 )から  

年 月 日 (午前 10時・午後 1時 )まで  

      (  泊   日 )  

日

帰

り  

年 月 日

午前  

午後  

時～  午前  

午後  

時

団体

名  

  人数計  申込時  名

変更  名

参加人

員  

  

(内訳 )  

  4

歳

未

満  

4歳以

上  

小学

生  

中学生  高校生  勤労青少

年  

大学生  成人  計  

男  名  名  名  名 名 名 名  名 名

女                    

計                    

食

事  

  日  日 日  日

夕食  朝食  昼食  夕食  朝食  昼食  夕食  朝食  昼食  

給  炊  給  炊  給  炊  給  炊  給 炊  給  炊  給 炊  給  炊  給  炊

申

込

時  

                                

変

更  

                                

使用目

的  

宿泊学習、自然教室、野外訓練、レク、研修会、その他 (      ) 

団体別  学校  幼稚

園  

小学

校  

中学

校  

高等学校  各種専門学校  大学  その他 ( )  

一般  少年  青年  学級  家族 (単 )  家族 (複 )  職域  その他 ( )  

交通機

関  

路線バス (   人 )、貸切バス、自家用車 (   台 )、その他 (   )  

引率責任者  住所  

 団体に

おいて

は代表

者名  

 氏名  電話  (自 )        年齢    

(勤 )        

申込者  

  

(連絡者 )  

住所  

氏名  電話  (自 )        年齢    

(勤 )        

 

  利用者名簿と行動計画書を別に添付し、上記のとおり申し込みます。  

   (あて先 )札幌市教育委員会  

  年    月    日   

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 



 

 

様式2 

青少年山の家使用承認書  

  

年  月  日

  

              様  

  

  

札幌市教育委員会

  下記のとおり使用を承認いたします。  

  

  

記  

 

  

 1 使用期間  ・宿泊   月   日 (午前 10時・午後 1時 )から  

       月   日 (午前 10時・午後 1時 )まで  

( 泊日 )

         ・日帰り   月   日   時から  時まで  

  

 2 使用人員       名  

 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。  



 

 

様式3 

青少年山の家使用料減免申請書  

  

年  月  日

  

 (あて先 )札幌市教育委員会  

  

  住所  

  職業又は団体名

氏名  

(団体にあっては、代表者名 )

電話    局     番

  

 青少年山の家を使用するに当たり、次の理由により使用料を減額 (免除 )願いたいので申請します。  

  

 使用料の減免申請理由  

 

  使用目的      

使用期間    

使用人員    

使用場所    

  

 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。  

 


